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日本学生支援機構奨学金 在学猶予願の提出について 

日本学生支援機構奨学金の貸与終了後に在学する学生は、「在学猶予願」を申請することで

在学中は返還を猶予されます。希望する者はスカラネット・パーソナルから申請してくださ

い。（返還は在学猶予期間終了後、7ヶ月目から始まります。） ※在学猶予期間は無利息 

＜手順＞ 

①スカラネット・パーソナルにログイン 

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/top_open.do

②【各種届願・繰上】から「2.在学猶予・期間短縮願出」により申請する。 

（ワンタイムパスワードを取得後、 各種届・願出・繰上返還申込の処理選択画面で在学猶予願

を入力します。詳細はスカラネット・パーソナルの入力画面を確認してください。） 
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在学猶予願 願出入力 

以下の画面において、学校番号や学校名称等について以下のとおり入力してください。 

※正しく入力しない場合、在学猶予を申請できませんので、ご注意ください。 

＜学部生の場合＞ 

学校種別 大学 

課程（通信教育制のみ選択） 入力しない 

課程（大学院のみ選択） 入力しない 

学校番号 学部 1年生      103008-01 

学部 2年生以上    103008-02 

学校名（全角カタカナ） シンシユウ （「ユ」は大文字で入力） 

学校名（漢字） 信州 

スカラネット・パーソナル
在学猶予願入力画面 
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＜大学院生の場合＞ 

◆学校種別   大学院 

◆課程（通信教育制のみ選択） 入力しない 

◆課程（大学院のみ選択）  所属する研究科の課程を選択してください。 

    医学系研究科は学籍番号の記号により選択してください。

所属研究科 入力する課程 

・人文科学研究科 

・教育学研究科 

・経済・社会政策科学研究科 

・総合理工学研究科 

・医学系研究科（ＭＳ，ＭＺ） 

・理工学系研究科 

修士・博士前期課程 

・総合医理工学研究科 

・総合工学系研究科 

・医学系研究科（ＭＫ） 

博士後期課程 

・医学系研究科（ＭＨ） 博士医・歯・獣医・薬学 

◆学校番号   所属する研究科の学校番号を入力してください。 

    医学系研究科は学籍番号の記号により入力してください。 

所属研究科 学校番号 

【修士・博士前期課程】 

・人文科学研究科 

・教育学研究科 

・経済・社会政策科学研究科 

・総合理工学研究科（農学） 

・医学系研究科（ＭＳ，ＭＺ） 

103008-01 

【修士・博士前期課程】総合理工学研究科（理学） 103008-02 

【修士・博士前期課程】理工学系研究科、総合理工学研究科（工学） 103008-03 

【修士・博士前期課程】理工学系研究科、総合理工学研究科（繊維） 103008-04 

【修士・博士前期課程】総合理工学研究科（生命医工学-農学） 103008-11 

【修士・博士前期課程】総合理工学研究科（生命医工学-理学） 103008-12 

【修士・博士前期課程】総合理工学研究科（生命医工学-工学） 103008-13 

【修士・博士前期課程】総合理工学研究科（生命医工学-繊維） 103008-14 

【修士・博士前期課程】総合理工学研究科（生命医工学-医学） 103008-18 
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所属研究科 学校番号 

【博士後期課程】総合工学系研究科、総合医理工学研究科（理学） 103008-05

【博士後期課程】総合工学系研究科、総合医理工学研究科（工学） 103008-06

【博士後期課程】総合工学系研究科、総合医理工学研究科（繊維） 103008-07

【博士医・歯・獣医・薬学課程】医学系研究科（保健学専攻以外・4年制）、

総合医理工学研究科医学系専攻及び生命医工学専攻（4年制）

【博士後期課程】医学系研究科（保健学専攻・3年制）       

103008-08

【博士後期課程】総合工学系研究科、総合医理工学研究科（農学） 103008-09

【博士後期課程】総合医理工学研究科生命医工学専攻（3年制） 103008-10

◆学校名（全角カタカナ）  シンシュウ （「ユ」は大文字で入力）

◆学校名（漢字）       信州  

在学猶予願  ２． 現在校在学状況入力の在学（猶予）年数・月数について 

 願出事由によって入力の年数・月数は異なりますので、下表を確認のうえ入力してくだ

さい。 

 留年が決定している者は必ず「留年」を選択してください。留年の場合は 1 年ごとに

在学猶予願を提出する必要がありますので、「1年0ヶ月」で入力してください。 

 入力した期間が在学猶予期間となります。返還は在学猶予期間終了後７ヶ月目から開

始されます。 （例：2019年 3月在学猶予期間終了 → 2019年 10月から返還）


